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改正概要
厨房内の自動消火設備（火炎伝送防止装置）はダクト内部に付着した油塵
に着火した場合、自動的に消火を行うもので、初期消火の場合容易に消火
薬剤をかけられないような場合に備えて設置されています。

現行規則ではフード、ダクト、レンジ又はフライヤーのみが自動消火装置の
対象となっていますが、焼肉店などに一般的に設置されている下引ダクト
（無煙ロースター）などは対象となっていません。今回の改正はこの下引ダ
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クトを規制対象に含めるものです。

フード、ダクト、レンジ又はフライヤーを防護対象とし当該部分の・・・・・・

フード、ダクト、レンジ、フライヤー又は下引きダクトを防護対象とし・・・・

厨房設備の自動消火装置の技術上の基準
第５条 条例第９条の２第２項第１号の規則で定める技術上の基準は次の通りとす

る。
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